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明石クリーンセンター焼却施設等包括管理業務委託契約約款 
 （総則） 

第１条 委託者及び受託者はこの約款（契約書含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書等をいう。）

に従い、日本国の法令及び明石市契約規則（平成５年規則第10号。以下「規則」という。）を遵守し、この契約（この

約款及び設計図書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内において実施し、委託者は、その委託料を支払うものとする。 

３ この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

（業務責任者） 

第２条 受託者は、業務の管理を行う業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したとき

も同様とする。 

 （ボイラータービン主任技術者） 

第２条の２ 受託者は、蒸気タービン等の管理を行うボイラータービン主任技術者を定め、委託者に通知しなければなら

ない。ボイラータービン主任技術者を変更したときも同様とする。 

（工程表の提出） 

第３条 受託者は、この契約の締結から７日以内に設計図書に基づき工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。 

（契約の保証） 

第４条 受託者は、この契約と同時に、委託料の 10 分の１以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この

契約による債務の不履行によって生ずる委託者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合、または、

この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わ

る担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金

を免除とした契約については、本条の適用はしない。 

２ 受託者が履行保証保険契約を締結する場合、または、公共工事履行保証証券による保証を付する場合は、当該保証は

第17条の４第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

３ 第16条第２項並びに第17条の２第１項第７号及び第９号の規定によりこの契約が解除された場合、第１項により契

約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は委託者に帰属するものとす

る。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか

じめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 受託者は、業務の目的物（未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、

又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。 

２ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なけれ

ばならない。 

（業務の調査等） 

第７条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。 

（設計図書不適合の場合の修正義務） 

第８条 受託者は、業務が設計図書に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これに従わなけれ

ばならない。 

（業務内容の変更） 

第９条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは履行期間の伸縮をすることが
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できる。 

２ 前項の場合において、委託者が受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第 10 条 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができな

いときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合におけ

る延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。 

（経済事情の激変等による契約金額の変更） 

第 11 条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき委託料が著しく不適当であると

認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者とが協議の上委託料を変更することができる。 

（業務実施計画） 

第12条 受託者は、契約締結後速やかに、業務期間全体にわたる業務実施計画書を作成して委託者に提出し、業務期間

開始日までに委託者の承諾を受けなければならない。 

２ 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得た業務実施計画書に基づき、業務を履行しなければならない。 

３ 委託者は、前項の規定に反し、受託者が業務実施計画書に基づいた業務を実施していない疑いがあると判断したとき

は、受託者に説明を求めることができる。 

４ 委託者は、前項の説明の聴き取りの結果、受託者が業務実施計画書に基づき業務を実施していないと判断したときは、

受託者に是正（業務実施計画書の変更を含む。）を求めることができる。 

５ 前項の規定によるほか、委託者は、必要があるときは、受託者に業務実施計画書の変更を求めることができる。 

６ 受託者は、業務実施計画書の変更を希望するときは、委託者の承諾を得て、これを変更することができる。 

（保守計画） 

第13条 受託者は、この契約及び業務実施計画書に基づき、本施設の保全業務に関して保守計画を作成し、委託者の承

諾を得なければならない。 

２ 前項の規定による保守計画については、令和６年度分については契約締結後に、令和７年度～令和１２年度分につい

ては各年度当初に、それぞれすみやかに作成し、委託者の承諾を受けるものとする。 

３ 受託者は、前項の規定に基づき委託者の承諾を得た保守計画の内容について、変更が生じる場合は、委託者の承諾を

得て変更しなければならない。 

（処理基準未達時の対応）  

第14条  受託者は、業務実施において、処理基準を満たさない事態（以下「処理基準未達事態」という。）が生じたとき

は、直ちに当該処理未達事態に至った原因の分析を行い、委託者に報告するものとする。この場合においては、受託

者は、委託者の求めに応じ、委託者が合理的な判断を行うための専門的知見の付与に努めなければならない。 

２ 前項の場合、受託者は、当該処理未達事態の解消に向けた必要な措置を講じなければならず、当該処理基準未達事態

の解消のために本施設の修繕等が必要となるときは、受託者の負担によりこれを行わなければならない。ただし、当該

処理基準未達事態が生じた原因が受託者の責に帰すべき事由以外の事由によることが合理的に証明されたときはこの

限りではない。 

３ 委託者は、第1項の規定による受託者からの報告を受けて検討を行った結果、必要があると認められるときは、受託

者に焼却施設の運転停止を請求することができる。 

（焼却施設損傷等にともなう措置）  

第15条  受託者は、受託者の責に帰する事由により焼却施設の損傷等が発生し、焼却施設の機能低下又は運転停止の事

態が生じたときは、受託者の責任と負担において当該損傷等を修復しなければならない。 

２ 委託者は、受託者の責に帰する事由により焼却施設に損傷等が発生した場合において、必要と認めるときは、受託者

に焼却施設の運転停止を請求することができる。 

 （臨機の措置）  
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第16条  受託者は、本施設の災害防止等のため必要があると認めるとき、本施設に事故が発生したとき又はその他緊急

のときは、臨機の措置を講じなければならない。 

２  受託者は、前項に規定する場合においては、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。 

３  委託者は、災害防止又は本施設の運転を行ううえで、特に必要があると認めるときは、受託者に対し臨機の措置を講

じることを請求することができる。 

４  委託者及び受託者は、第１項及び前項に規定する場合には、その原因究明に努めなければならない。 

５  受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責に帰すべき事由により生じた

もの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の

事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負担するものとする。 

（危険負担） 

第 17 条 受託者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わな

ければならない。 

２ 受託者は、業務の施工上発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、委託者から必要な

指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が委託者の責めに帰する理由による場合

においては、この限りではない。 

（検認） 

第18条 受託者は、毎月末終了後に月間実績報告書を作成し、翌月10日までに委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、毎会計年度終了後に年間実績報告書を作成し、翌会計年度の４月 10 日までに委託者に提出しなければな

らない。 

３ 委託者は、前２項の規定による月間実績報告書又は年間実績報告書の提出があったときは、業務の実施状況等につい

て検認をしなければならない。 

（委託料の構成） 

第19条 委託者より受託者へ支払う委託料は、固定費と変動費の合計として算出する。 

２ 固定費は、処理対象施設運営管理に係る経費（以下、「運営費」という。）のうち、搬入ごみ量に係らず運営管理に伴

って一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算出するものとする。変動費は、運営費のうち、搬入ごみ量等に応じて

必要とする費用が変動する変動的な経費をもとに算出するものとする。算出方法は別紙「委託料の変更要領」による。 

（委託料の支払い） 

第20条 受託者は、第18条第３項に規定する委託者の検認を受けたときは、次の各号に定めるところにより、委託料の

支払い請求をするものとする。 

⑴ 月間実績報告書について、委託者の検認を受けたとき 

   別紙「月払い委託料内訳書」に規定する、当該月に対応する月払い委託料 

⑵ 年間実績報告書について、委託者の検認を受けたとき  

   当該会計年度における支払限度額から、別紙「月払い委託料内訳書」における当該年度の月払い委託料合計額を差

し引いた残額の委託料 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に当該委託料を支払うものとする。 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第 20 条の２ 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料の支払いの限度額（以下「支払限度額」と

いう。）は、次のとおりとする。 

    年度          円 

    年度          円 

    年度          円 

    年度          円 

    年度          円 
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    年度          円 

    年度          円 

２ 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第 21 条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、

損害金の支払いを受託者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、委託料に対して遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 

（一般的損害及び第三者に及ぼした損害）  

第22条  受託者は、履行期間中における業務全体の管理及び使用人等の行為について、全ての責任を負わなければなら

ない。 

２  受託者は、本業務の実施上発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、委託者から必

要な指示を受け、自己の責任及び負担において処理しなければならない。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由

による場合においては、この限りではない。 

３  前項の規定にかかわらず、本業務を実施する上で通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等

の理由により第三者に損害を及ぼした損害（受託者が付保した保険によりてん補された部分を除く。）について、当該

第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、本業務

を実施する上で受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては受託者が負担する。 

（不可抗力による損害） 

第23条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的もしくは

人為的な事象で委託者及び受託者の責に帰すことができないもの（以下、「不可抗力」という。）により、本業務の実施

が著しく困難となったとき、又は本施設に損傷を及ぼす可能性が生じたときは、受託者は、委託者の指示に従い対応す

るものとする。また、受託者は、本施設への被害、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うも

のとし、これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増

加した場合は受託者の負担とする。 

２ 不可抗力により、本施設の損傷等が発生したときは、本施設に係る損害及び修繕費は委託者が負担するものとし、

受託者の業務機械器具又は仮設物その他の物件に係る損害及び取片付け費用は受託者の負担とする。ただし、受託者の

故意又は重過失によって、本施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合において、

これによる本施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。 

３ 前項に規定する本施設の損傷等により、本業務を実施することができなかった期間の委託料については、委託者・

受託者協議の上定めるものとし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合は、委託者が定め、受託者に通

知する。  

４ 不可抗力により、本業務に関して第三者に損害を及ぼしたときの損害負担については、前条第３項の規定に準じる。 

５ 受託者は、不可抗力により、履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由

を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議し

て定める。 

６ 委託者は、不可抗力により、委託内容を変更する必要がある場合には、必要である範囲内において、委託内容を変

更することができる。 

７ 委託者は、不可抗力により、本契約の継続が著しく困難である場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合は、

この契約を解除することができる。 

８ 前２項の委託内容の変更又は本契約の解除により生じた費用については、委託者・受託者協議して決定するものと

する。 

（本施設及びその備品に関する責任）  

第24条  受託者は、委託者の責に帰すべき場合及びこの契約に別段の定めのある場合を除き、原則として、本業務に関

連した本施設及び本施設の備品の損傷及び不具合に対応する一切の責任を負わなければならない。これに関連して発生し
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た追加費用又は損害等についても、名目の如何を問わず、委託者に請求をすることができない。 

（運転停止等の場合における３補償） 

第 25 条 受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、焼却施設において、廃棄物を焼却処理できない状態を生じさせ

たときは、当該状態が発生した時刻から起算して廃棄物を焼却処理できる状態に復旧する時刻までの間における補償金と

して、１時間当たり１８０，０００円を委託者に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する廃棄物を焼却処理できない状態とは、次の各号に定める場合をいう。 

⑴ 受託者の責に帰すべき事由により、受託者が処理基準及び関係法令を遵守しなかった場合又は遵守できないと委託 

者が判断した場合において、委託者の請求により、焼却炉の運転を緊急停止した場合。 

⑵ 受託者の責に帰すべき事由により、自動で焼却炉が緊急停止した場合。 

⑶ 受託者の責に帰すべき事由により、焼却炉の運転開始ができない場合。 

⑷ 前３号に掲げるほか、受託者の責に帰すべき事由により焼却炉が正常に運転できない状況が生じた場合。 

第 26 条 受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、焼却施設において、電力の売却ができない状態を生じさせたと

きは、当該状態が発生した日が属する月から電力売却が出来る状態に復旧した日の属する月までの月数に応じて、１か

月当たり３，０００，０００円を、それに加えて、当該状態が発生した時刻から起算して電力の売却ができる状態に復

旧する時刻までの時間に応じて１時間当たり３０，０００円を補償金として委託者に支払わなければならない。（ここ

でいう「1か月当たり」とは、１月から１２月までの各月のことをいう。よって、例えば１月１日から１月３１日まで

電力の売却できない状態を生じさせたときの補償金は「1か月分３，０００，０００円」となり、１月３１日から２月

１日まで電力の売却できない状態を生じさせたときの補償金は「２か月分６，０００，０００円」となる。） 

２ 前項に規定する電力の売却ができない状態とは、次の各号に定める場合をいう。 

 ⑴ 受託者の責に帰すべき事由により、発電設備による発電電力量が、本施設における使用電力量に比して不足したた

め、受託者が本施設の稼動に必要な電力について電力会社から購入した場合。 

⑵ 受託者の責に帰すべき事由により、発電設備が停止したことにより、受託者が本施設の稼動に必要な電力について

電力会社から購入した場合。 

⑶ 電気事業法等関連法令に基づく法定検査において、委託者の検査員（主任技術者等）が不合格と判断したため、発

電設備を稼動することができず、受託者が本施設の稼動に必要な電力について電力会社から購入した場合。 

⑷ 前３号に掲げるほか、受託者の責に帰すべき事由により、電力の売却ができない状況が生じた場合。 

第 27条 前２条に定める補償金の支払いは、第 31条又は第 31条の２第１項の規定により委託者がこの契約の解除を行

った場合において、契約の解除の日以後に、受託者の責に帰すべき事由により前２条に掲げる状態が発生したときにお

いても適用があるものとする。 

第 27条の２ 前３条に定める補償金の支払いは、第 32条又は第 32条の２の規定により委託者がこの契約の解除を行っ

た場合において、契約の解除の日以後に、受託者の責に帰すべき事由により第25条又は第26条に掲げる状態が発生し

たときにおいても適用があるものとする。 

（その他の損害賠償） 

第 28 条 受託者は、この契約において別に定める損害賠償又は補償金を負担する場合のほか、本業務の実施に伴い、受

託者の責に帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その損害に係る実損額を委託者に賠償しなければならな

い。 

（契約期間満了による終了） 

第29条  委託者は契約期間満了前に、受託者の施設保守状況等について、業務完了にともなう機能検査を行う。 

２  前項の規定による機能検査の時期については、委託者・受託者協議により決定するものとする。 

３ 第１項の規定による機能検査の結果、本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合には受託者に対してこ

れを通知し、受託者はその責任及び費用においてこれを修繕しなければならない。ただし、委託者の責に帰すべき事由

により修繕が必要な箇所についてはこの限りではない。 

４ 受託者は、契約期間終了後は直ちに、本施設を処理基準を満たしながら運転できる状態で委託者に引き渡さなけれ

ばならない。 
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５ 受託者は、契約期間の満了によりこの契約が終了した場合において、本施設内に受託者が所有又は管理する業務機

械器具、仮設物その他の物件（受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件

を含む。）があるときは、委託者の指示及び指定する期間に従い、受託者の責任及び費用において撤去するとともに、

取片付けて委託者に明け渡さなければならない。 

６  委託者は、前項の場合において、受託者が、正当な理由なく、指定期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に

従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分し、又は取片付けることができる。この場合においては、受託者

は、委託者の処分又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は取片付けに要した費

用を負担しなければならない。 

（談合行為に対する措置） 

第30条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の10分

の１に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。 

(1) 公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことにより、同法第７条又は第８条の

２の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第３条の規定に違反したことにより、同

法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令

を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第７条の２第 18項又は第 21項の規定により課徴金の納付に応じ

ない旨の通知を行ったとき。 

(3) この契約に係る入札に関して、受託者（受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の

従業員）に対し、刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項

第１号の規定による刑が確定したとき。 

(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前３号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。 

２ 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。 

３ 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（委託者の催告による契約解除権） 

第 31 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間

内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの

契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(3)  正当な理由なく、第37条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない契約解除権） 

第31条の２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1)  第５条第１項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。 

(2)  この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(3)  受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(4)  受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し

た場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(5)  契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的

を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(6)  前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達

するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力
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団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者にこ

の契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。 

(8) 第32条又は第32条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

 イ 役員等（受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは

常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であることが認められ

るとき。 

 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又

は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力

団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

 ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当す

る場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

２ 第 31 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託者は必要があるときは、既済部分の引渡

しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者はその既済部分に対する委託料相当額を支

払うものとし、その支払い額は委託者と受託者とが協議して定める。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限） 

第31条の３ 第31条各号又は前条第１項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委

託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第31条の４ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託料の10分の１に相当する額を違約金とし

て委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第30条第2項又は第31条又は第31条の２第１項の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能

となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第 75号）の規定により選任

された破産管財人 

(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定により

選任された管財人 

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定により

選任された再生債務者等 

３ 第１項各号に定める場合（前項の規定により第１項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項の規定は適

用しない。 

４ 第１項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。 

５ 第１項の違約金は、委託者の受託者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（受託者の催告による契約解除権） 
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第32条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行

がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約

及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（受託者の催告によらない契約解除権） 

第32条の２ 受託者は、第９条第１項の規定により業務内容を変更したため、委託料が３分の２以上減額したとき。又

は業務の中止期間が履行期間の３分の１以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限） 

第32条の３ 前２条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前２条の規定に

よる契約の解除をすることができない。 

（契約の終了時の引継ぎ）  

第33条 受託者は、契約期間の満了又は契約の解除によりこの契約が終了した場合において、委託者の指定する後継受

託者より運転管理業務等の引継ぎ及び教育指導について依頼があったときは、責任を持って引継ぎ及び指導しなけれ

ばならない。また、委託者が委託者の職員に対する運転管理業務等の引継ぎ及び教育指導を依頼したときも同様とす

る。 

（成果物の著作権）  

第34条  この契約に基づき、受託者が委託者に対して提供した成果物（図面、報告書、ソフトウェア及び各種データ等

をいい、本業務を実施する上で得られた記録等を含む。以下同じ。）が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項

第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権

法第21条から第28条までに規定する権利をいう。）を業務完了時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

２ 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表す

ることができる。 

３ 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。 

４ 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変

するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託

者の承諾なく自由に改変することができる。 

５ 受託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は

複製し、また、第34条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 

（秘密の保持） 

第35条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（個人情報の保護） 

第36条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第37条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適

合」という。）であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することが

できる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。 

２ 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした

履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 

（相殺） 

第 38 条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有する金銭債権

とを相殺することができる。 

２ 前項の場合において、相殺してなお委託者が受託者に対して有する金銭債権全額に満たないときは、受託者は、委託
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者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。 

３ 第１項の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。 

（管轄裁判所） 

第 39 条 この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的

管轄裁判所とする。 

（補則） 

第40条 この契約について、委託者と受託者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、

必要に応じて委託者と受託者とが協議の上定めることとする。 



 

別紙 委託料の変更要領 

 

１ ごみ処理量の増減に伴う変更要領 

      ごみ処理量の実績が変動した場合における委託料の変更方法を定める。 

  ごみ処理量がごみ処理量基準値と比較して増減した場合は、必要に応じて委託料の額

を、以下の式に定めるところにより精算を行う。なお、精算する場合の変更額は、ごみ処 

 理量基準値の 10％を超える部分を対象とし、増減幅が 10％以下の場合は、委託料の変更

は行わない。なお、各年度における変動率については、（変動率）＝（ごみ処理量（ｔ））

÷（ごみ処理量基準値（ｔ））によって算定し、小数点以下第３位を切り捨てるものとす

る。また、変更額については、千円未満を切り捨てるものとする。 

各年度ともにごみ処理量基準値は、2022（令和４）年度のごみ処理量の総量とする。

（要求水準書 第４節一般事項 ６基本条件 （４）運転実績 アごみ処理量） 

変動対象とするごみ処理量（粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び埋立ごみ）は、委託

者が所管する計量機による数値を基本とし、複数の指標により委託者が、各年度に算定

するものとする。 

（１）ごみ処理量がごみ処理基準値と比較して増加した場合 

変更額＝（業務内訳書に規定する焼却施設運転管理業務委託（変動費））×［（変動

率）－１．１］ 

 

（２）ごみ処理量がごみ処理基準値と比較して減少した場合 

変更額＝（業務内訳書に規定する焼却施設運転管理業務委託（変動費））×［（変動

率）－０．９］ 

 

（３）精算の時期 

  精算は１回／年とし、各年度に年間実績報告書検認後、年払いの委託料において実施

する。 

 

２ 焼却施設休止に伴う変更要領 

焼却施設が休止（休止とは、年次点検等の計画的な停止を除き、1カ月間すべての焼

却炉が停止したことをいう。ただし、新ごみ処理施設切替に伴う休止は含む。）した場

合における委託料の変更方法を以下の式のとおり定め、必要に応じて精算を行う。 

（１）定期点検業務 

（業務内訳書に規定する各年度の「定期点検業務」の委託料）÷１２（か月）×０.５ 

 

（２）消耗品・用役等調達業務 

（業務内訳書に規定する各年度の「消耗品・用役等調達業務」の費用）÷１２（か月）

×０．３ 

 

 



（３）精算の時期 

  精算は１回／月とし、当該月の月間業務報告書検認後行うものとする。 

当該月の月払い委託料限度額において実施する。 

 

３ その他 

  以下の場合は、委託者・受託者間で委託料の変更について別途協議するものとする。 

（１）社会的なごみの様態・組成の変化に伴う重量の増減以外の要因により、業務の負担 

   が大幅に増減した場合。 

 

（２）委託者のごみ収集方法・受入体制の変更により、処理対象物の構成が変更となった 

   場合。 



別紙 変動費内訳書 
 
令和６年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 
令和７年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 
令和８年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 
令和９年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 
令和１０年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 
令和１１年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 
令和１２年度 〇〇，〇〇〇，〇〇〇円 
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇，〇〇〇，〇〇〇円） 



運転補償について

分　　類 該　当　事　由 補　償　金　額

明石クリーンセンター焼却施設公害防止基
準、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の
維持管理基準及び関係法令を遵守できない
と判断し、市が焼却炉の運転を緊急停止し
た場合

自動で焼却炉が緊急停止した場合

焼却炉の運転開始ができない場合

その他受託者の責に帰すべき事由により焼
却炉が正常に運転できない状況が生じた場
合

発電設備による発電電力量が、明石クリー
ンセンターにおける使用電力量に比して不
足したため、市が明石クリーンセンターの
稼動に必要な電力について電力会社から購
入した場合

発電設備が停止したことにより、市が明石
クリーンセンターの稼動に必要な電力につ
いて電力会社から購入した場合

電気事業法等関連法令に基づく法定検査に
おいて、市検査員が不合格と判断したた
め、発電機を稼動することができず、市が
明石クリーンセンターの稼動に必要な電力
について電力会社から購入した場合

その他受託者の責に帰すべき事由により、
電力の売却ができない状況が生じた場合

※市の解除権行使により契約を解除した場合においても、契約解除日以降に、受託者の責に帰す
べき事由により上記の状態が発生したときは運転補償金を適用する。

受託者の責に帰すべき事由によ
り、廃棄物を焼却処理できない
状態を生じさせたとき

受託者の責に帰すべき事由によ
り、電力の売却ができない状態
を生じさせたとき

１時間当たり
180,000円

当該状態が発生し
た日が属する月か
ら電力売却ができ
る状態に復旧した
日の属する月まで
の月数に応じて、

　１月あたり
　3,000,000円
　　　＋
　１時間当たり
　30,000円
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